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平成30年１月15日号

J：COMチャンネル（11Ch）のデータ放送で、西東京市の「市からのお知らせ」がご覧になれます。

所得税及び復興特別所得税
…………………�２月16日㈮〜３月15日㈭
※還付申告は、２月15日㈭以前でも提出可

消費税及び地方消費税�…………４月�２日㈪
贈与税…………�２月�１日㈭〜３月15日㈭

２月16日㈮〜３月15日㈭
東村山税務署の申告書作成会場開設は

日曜窓口
　税務署は平日のみ開庁ですが、２月
18・25日㈰に限り、所得税及び復興特
別所得税・個人消費税・贈与税の申告相
談と申告書の受付を行います。
※国税の領収・納税証明書発行・電話相
談は行いません。

申告書の作成は国税庁kで
　国税庁k「確定申告書等作成コーナー」
で、自宅のパソコンやスマホ・タブレッ
ト端末などから申告書が作成できます。
　給与所得者または年金所得者向けの分
かりやすい画面もありますので、初めて
の方もぜひご利用ください。
　作成した申告書は、マイナンバーカー
ドとICカードリーダライタを準備すれ
ば「e-Tax（電子申告）」を利用して提出で
きます（印刷して郵送も可　※プリンタ
またはコンビニのプリントサービスから）。
□問い合わせ先
●申告・納付など…上記jへ
●�確定申告書等作成コーナーの操作…
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
　�p0570－01－5901　※平日午前９
時～午後５時（１月15日～３月15日
の平日と２月18日～３月11日の㈰は
午後８時まで）

マイナンバーカードの申請方法は３面に

便利で安心、振替納税を 
ご利用ください！

　申告書の提出後に、納付書の送付や納
税通知などによる納税のお知らせは行っ
ていません。納付には便利な振替納税を
ご利用ください。
□平成29年分確定申告書の振替納付日
● �所得税及び復興特別所得税：４月20
日㈮

●�消費税及び地方消費税：４月25日㈬
電子納税をご利用になると、自宅やオ
フィスなどのインターネットを経由して
納付できます。詳細は上記jへ

j東村山税務署
〒189－8555東村山市本町１－20－22・p042－394－6811
　１月23日㈫から税務署の駐車場は使用できませんので、車での来署はご
遠慮ください。

税理士による無料申告相談 
～申告書を作成して提出できます～
会場 日程 時間

防災センター
※平日のみ

２月２日㈮
～６日㈫

午前９時30分～
午後３時30分

　小規模納税者の方の所得税及び復興特
別所得税・個人消費税、年金受給者・給与
所得者の所得税及び復興特別所得税の申
告書（土地・建物・株式などの譲渡所得が
ある場合を除く）を作成して提出できます。
※所得金額が高額な場合や相談内容が複
雑な場合は税務署をご利用ください。
※申告書などの提出のみの場合は直接税
務署に提出してください（郵送可）。
h４面「申告の際に必要なもの」参照
※混雑時は受付を早く締め切る場合があ
ります。初日は特に混雑します。
※車での来場はご遠慮ください。

にせ税理士にご注意を！
　納税者の依頼による税務代理、税務書
類の作成および税務相談を、税理士資格
のない者が行うことは税理士法によって
禁止されています。税務書類の作成依頼
は、正規の「税理士」に依頼しましょう。
●�にせ税理士の情報は、税務署総務課へ
●�税理士に関する問い合わせは東京税理
士会東村山支部p042－394－7038へ

医療費控除を受けるための 
手続きが変わります

　平成29年分の申告から、医療費控除
を受ける際に、領収書の提出が不要とな
る代わりに「医療費控除の明細書」の添付
が必要となります。
　明細書の作成時には、①医療を受けた
人、②病院・薬局ごとに医療費を合計し
て記載します（明細書を含め、医療費控
除の申告は国税庁kからできます）。
また、医療費の領収書は自宅で５年間保
存する必要があります（税務署の求めに
より、提示または提出）。
※平成29～31年分の申告は、医療費控
除の領収書の添付または提示でも可

復興特別所得税の計算をお忘れなく
　平成25～49年分の各年分は、復興特
別所得税を所得税と併せて申告・納付が
必要です（還付申告でも計算が必要）。
　復興特別所得税の額は、各年分の基準
所得税額（原則その年分の所得税額）に
2.1％の税率を乗じて計算した金額です。
また、平成25年１月１日～平成49年12
月31日に生ずる所得について、源泉所
得税が徴収されている場合には、復興特
別所得税が併せて徴収されています。

父母などから財産の 
贈与を受けた場合の注意点

　暦年課税の場合、父母などの直系尊属
から財産の贈与を受けた人（贈与を受け
た年の１月１日時点で20歳以上の人に
限る）のその財産に係る贈与税の額は、
一般税率ではなく「特例税率」を適用して
計算します。
　この適用を受けた場合で、贈与財産の
価額の合計額から基礎控除額（110万円）
を差し引いた後の金額（基礎控除後の課
税価格）が300万円を超えるときは、贈
与税の申告書とともに、贈与を受けた人
の氏名・生年月日・直系卑属に該当する
ことを証する書類（戸籍謄・抄本その他

の書類）を提出する必要があります（過去
の年分において同じ贈与者からの贈与で
「特例税率」の適用を受けるために書類を
提出している場合は不要）。

国外財産調書の提出
　平成29年12月31日において、価額の
合計額が5,000万円を超える国外財産を
有する方は、３月15日㈭までに「国外財
産調書」の提出をお願いします。
※提出がなかった場合や正しく記載され
ていない場合には、加算税の加重措置や
罰則が適用される場合があります。

財産債務調書の提出
　所得税及び復興特別所得税の確定申告
書を提出しなければならない方で、平成
29年分の総所得金額及び山林所得金額
の合計額が2,000万円を超え、かつ、平
成29年12月31日において、その価額の
合計額が３億円以上の財産またはその価
額の合計額が１億円以上の国外転出特例
対象財産を有する方は、３月15日㈭まで
に「財産債務調書」の提出をお願いします。
※提出がなかった場合や正しく記載され
ていない場合には、加算税の加重措置が
適用される場合があります。

東村山税務署から
のお知らせ

　初日と最終週は特に混雑しますので、混雑緩和にご協力ください（上記
期間以外に、税務署の申告書作成会場はありませんので、申告書の作成・
相談のための来署はご遠慮ください）。
　混雑状況により受付を早く締め切る場合がありますので、午後４時まで
にお越しください。

　平成29年度税制改正で、上場株式
等に係る配当所得等について、所得税
と異なる課税方式を個人住民税におい
て選択できることが明確化されました。
　具体的には、上場株式等に係る配当
所得等を含めた所得税の申告書が提出
されている場合でも、その後に個人住
民税の申告書に記載された事項を基に
課税できることが明確化されました。
▢所得税と異なる課税方式を選択でき
る個人住民税の申告期限
納税通知書が送達される日までに、確
定申告書とは別に個人住民税の申告書
を提出することで、所得税と異なる課
税方式（申告不要制度適用・総合課税・

申告分離課税）を選択できます。
（例：所得税は総合課税、個人住民税
は申告不要制度を選択）
▢注意　選択する課税方式により、市・
都民税における被扶養要件や非課税判
定条件から外れる場合がありますので、
下記の事項をご確認ください。
●被扶養要件　
●非課税判定条件
●�国民健康保険料・介護保険料・後期
高齢者医療保険料（窓口負担割合を
含む）の各種行政サービスの決定な
どが、選択する課税方式により変動
する場合がありますのでご注意くだ
さい。

上場株式等の配当所得等に係る個人住民税
の課税方式の選択の明確化
所得税と異なる個人住民税の課税方式の選択

申告と納税の期限（平成29年分）

　この制度は、適切な健康管理の下で
医療用医薬品からの代替を進める観点
から、健康の維持増進および疾病の予
防への取組として「一定の取組」を行う
個人が、平成29年１月１日～平成33年
12月31日に、当該年分中に１万2,000
円を超える対象のスイッチOTC医薬
品を購入した場合、その購入費用の合
計額から１万2,000円を差し引いた額
（最大８万8,000円）について所得控除
を受けることができる制度です（個人

住民税の場合は、平成30～34年度が
適用対象）。
※セルフメディケーション税制適用の
ための条件・手続きなど詳細は、市k
または厚生労働省・国税庁の関連サイ
トをご覧ください。
□注意　従来の医療費控除制度とセル
フメディケーション税制のどちらを適
用するかは、申告者本人が選択し、い
ずれかの適用となります（申告書提出
後の選択変更は不可）。

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）

今年をもって市での配当所得等に係る
確定申告の相談受付は終了します

　来年（平成30年分）以降の、当該内容を含む申告相談を希望する場合は、
直接税務署へご相談ください。


